
禁止されている地域

ハマボウ アオイ科 佐世保市、大村市、西海市、東彼杵町、川棚町

マツバラン マツバラン科

カノコユリ ユリ科

エビネ ラン科

シラン ラン科

ヒナラン ラン科

ヒロハマツナ アカザ科

コアマモ アマモ科

ドロイ イグサ科

ウラギク キク科

トゲウミヒルモ トチカガミ科

ヤマトウミヒルモ トチカガミ科

リュウノヒゲモ ヒルムシロ科

カミガモソウ ゴマノハグサ科 佐世保市

ハクチョウゲ アカネ科

タチデンダ オシダ科

ナナツガママンネングサ ベンケイソウ科

キキョウ キキョウ科

シロバナハンショウヅル キンポウゲ科

ヒレフリカラマツ キンポウゲ科

ドウダンツツジ ツツジ科

イワギボウシ ユリ科

キキョウラン ユリ科

キバナノセッコク ラン科

コモウセンゴケ モウセンゴケ科 大村市、西海市、東彼杵町、川棚町

西海市

捕獲・採取等ができない地域が追加指定されました。

　本県には、さまざまな希少な野生動植物が生息・生育しています。
　これらの動植物を業者や愛好家による大量捕獲・採取から守り、ふるさとの自然環境を後の世代に
残すため、次の通り対象種・地域の指定を行いました。
（１）平成２１年９月８日　対象種（３２種）・地域（西海市）の指定
（２）平成２２年３月１６日　対象種（２２種）・地域（佐世保市）の指定
（３）平成２３年４月１日　地域（大村市・東彼杵町・川棚町）の指定

＜植物＞　　　２５種

　

下記の動植物を捕獲・採取・殺傷・損傷することは禁止されています。
（長崎県未来につながる環境を守り育てる条例第５１条）

○栽培された植物や宅地内にある植物の採取、農林漁業や草刈り等に伴い意図せずに捕獲・損傷等をしてしまっ
た場合などは、規制の対象外となります。

○学術研究等公益上の必要があり、その動植物が絶滅のおそれがない場合は、長崎県知事の許可を受けて捕獲・
採取を行うことができます。

佐世保市
西海市

佐世保市
大村市
西海市
東彼杵町
川棚町
（いずれも海岸線より沖合100mの海域を含
む）

ただし、

また、

捕獲・採取・殺傷・損傷が禁止されている動植物の種類と地域



禁止されている地域

ウスコミミガイ オカミミガイ科

オカミミガイ オカミミガイ科

オキヒラシイノミガイ オカミミガイ科

キヌカツギハマシイノミガイ オカミミガイ科

クリイロコミミガイ オカミミガイ科

シイノミミミガイ オカミミガイ科

ナラビオカミミガイ オカミミガイ科

コゲツノブエガイ オニノツノガイ科

カニノテムシロ ムシロガイ科

センベイアワモチ ドロアワモチ科

ドロアワモチ ドロアワモチ科

ナナツガマホラアナミジンニナ ミズツボ科

ナナツガマミジンツボ ミズツボ科

マキスジコミミガイ オカミミガイ科
大村市、西海市、東彼杵町、川棚町（いずれも
海岸線より沖合100ｍの海域を含む）

禁止されている地域

カブトガニ カブトガニ科

カネココブシガニ コブシガニ科

ハクセンシオマネキ スナガニ科

カワスナガニ ムツハアリアケガニ科

禁止されている地域

ニッポンバラタナゴ コイ科 佐世保市

トビハゼ ハゼ科

イドミミズハゼ ハゼ科

チクゼンハゼ ハゼ科

禁止されている地域

ニシヤモリ ヤモリ科 佐世保市、西海市

禁止されている地域

アカハライモリ イモリ科 佐世保市、西海市

禁止されている地域

シオアメンボ アメンボ科

ツツイキバナガミズギワゴミムシ オサムシ科

シロヘリハンミョウ ハンミョウ科

シロウミアメンボ アメンボ科
佐世保市、西海市（いずれも海岸線より沖合
100mの海域を含む）

ヨドシロヘリハンミョウ ハンミョウ科 西海市（海岸線より沖合10０mの海域を含む）

　 ←トビハゼ

写真提供：深川元太郎氏

シロヘリハンミョウ→ 写真提供：桃下大氏　　

佐世保市、大村市、西海市、東彼杵町、川棚町
（いずれも海岸線より沖合100ｍの海域を含
む）

写真提供：深川元太郎氏

佐世保市、西海市（いずれも海岸線より沖合
100ｍの海域を含む）

佐世保市、大村市、西海市、東彼杵町、川棚町
（いずれも海岸線より沖合100mの海域を含
む）

佐世保市、大村市、西海市、東彼杵町、川棚町
（いずれも海岸線より沖合100mの海域を含
む）

＜魚類＞　　　　４種

佐世保市、大村市、西海市、東彼杵町、川棚町
（いずれも海岸線より沖合100ｍの海域を含
む）

＜昆虫類＞　　　５種

西海市

＜甲殻類＞　　　４種

＜爬虫類＞　　　１種

＜両生類＞　　　１種

＜貝類＞　　　１４種

　◇お問合先◇
長崎県自然環境課　生物多様性保全班　電話０９５－８９５－２３８５


